


 

４ 選定理由の整理 

  仮評価時に記入したコメントを基に委員間で協議し，最適提案者および次点者の選

定理由を整理する。 

なお，委員間での協議の結果，最適提案者および次点者へ付すべき意見がある場合 

は，当該意見も整理する。 

   

５ 審査結果 

 (1) 市は，特別の理由がない限り，選定された最適提案者を契約候補事業者に決定す 

る。 

 (2) 各審査対象者に，当該対象者の評価内容（審査項目ごとの点数および総合点）お 

よび契約候補事業者（最適提案者）・次点者への選定・非選定の別を通知する。 

(3) 最適提案者および次点者には，選定理由（意見がある場合は意見も）をあわせて 

通知する。 

 (4) (3)の結果通知日の翌開庁日に，市ホームページにて，審査結果等を公表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【添付資料】 

別 紙 １ 評価基準 

別 紙 ２ 審査票 

参考資料 もと道南青年の家（旧ロシア領事館）活用事業プロポーザル審査対象者の 

経営基盤等について 

【ホームページ掲載事項】 

①  契約候補事業者の名称 

 ②  審査対象者の名称〔五十音順〕 

 ③  評価内容（契約候補事業者の評価基準ごとの点数・総合点・選定理 

由・審査委員会からの意見） 

〔契約候補事業者でない者の総合点は公表しない。〕 

 ④ 契約候補事業者から提出された公開用企画提案書 

⑤ 審査委員会委員の所属・職名・氏名 

 ⑥ 審査委員会資料および議事録要旨〔完成後に公表〕 

※ 下線は募集要項に記載していない事項。 



 

 

評価基準 

分野 番号 審査項目 評価の観点 配点 

経
営
基
盤
・
収
支
計
画(

35
点) 

１ 事業者の経営基盤が安

定しているか 

・ 経営状況および信用力が良好で，資金や人材等の経

営資源が十分に備わっていること。 

１５点 

２ 事業の収支計画が妥当

であるか 

・ 事業の資金調達計画・投資計画・売上計画・損益計

画が適切であること。 

１０点 

３ 事業内容に必要な運営

体制が提案されている

か 

・ 事業実施体制が適切に構築されており，これまでの

類似事業実績や，不測の事態による事業リスクに迅速

かつ的確に対応できる考えや体制があること等から，

事業の安定的な継続が期待されること。 

・ 施設開業までのスケジュールが適切であること。 

１０点 

建
物
の
改
修
・
維
持
管
理
（
40
点
） 

４ 建物の価値を生かした

適切な改修内容となっ

ているか 

・ 外観について別添４のうち「景観形成指定建築物等

の保全に係る基準」を遵守するとともに，当該基準適

用外の箇所においても同基準に準じて保全を図り，ま

た，別添４のうち「もと道南青年の家（旧ロシア領事

館）の外観等改修に係る基本方針」を踏まえ，歴史的

建造物としての価値を生かした適切な改修を行うも

のであること。 

・ 建物の外観のみならず，別添７「もと道南青年の家

（旧ロシア領事館）歴史的・文化的価値を有する可能

性が高い箇所一覧」に掲載の箇所を最大限活用し，歴

史的建造物としての価値を損なわないよう適切な改

修を行うものであること。 

・ 歴史的建造物としての価値を損なわない耐震補強

を行う等，建物の保全や利用者の安全に配慮した改修

を行うものであること。 

２０点 

５ 歴史的価値を有する建

物に適した維持管理計

画が提案されているか 

・ 「景観形成指定建築物等の保全に係る基準」を長期

にわたり満たすことのできる計画であること。 

・ 建物の外観のみならず，内部や構築物を含め，歴史

的・文化的価値を有する可能性が高いと考えられる箇

所の長期にわたる保存が期待できる計画であること。 

２０点 

地
域
貢
献
（
25
点
） 

６ 建物の持つ歴史的・文

化的価値を生かす魅力

的な事業内容が提案さ

れているか 

・ 函館とロシアとの交流の歴史を物語る象徴的な建

物であることを有効に活用する事業内容があること。 

・ 内部を公開し，市民等に日ロ交流の歴史を伝える事

業内容があること。 

１０点 

７ 地域の賑わいを共創

し，魅力向上に資する

事業となっているか 

・ 市民や地域住民等とともに地域の賑わいを生み出

す事業内容があること。 

・ 建物が歴史的価値を有した観光資源である側面を

考慮し，交流人口の増加等が期待できる事業内容があ

ること。 

１０点 

８ 周辺地域の景観や環境

との調和に配慮した事

業となっているか 

・ 西部地区の街並みを形づくる施設の一つとして，建

物を含む敷地全体が，周辺地域の景観や環境との調和

に配慮したものとなっていること。 

５点 

合 計 100点 

 

別紙１ 

本評価基準の「改修」

は，単に機能の改良・

回復のみならず，形

態意匠（形態・色彩・

材質等）や時代背景

等，歴史的な要素の

意味が含まれます。 



 

旧ロシア領事館活用事業活用事業プロポーザル 審査票 
 

審査対象者Ａ               委員氏名              
 

番号 審査項目 
仮評価 
(S～E) 

得点 配点 

分野：経営基盤・収支計画  ３５ 

１ 事業者の経営基盤が安定しているか   １５ 

２ 事業の収支計画が妥当であるか   １０ 

３ 事業内容に必要な運営体制が提案されているか   １０ 

分野：建物の改修・維持管理  ４０ 

４ 建物の価値を生かした適切な改修内容となっているか   ２０ 

５ 
歴史的価値を有する建物に適した維持管理計画が提案され
ているか   ２０ 

分野：地域貢献  ３５ 

６ 
建物の持つ歴史的・文化的価値を生かす魅力的な事業内容
が提案されているか   １０ 

７ 
地域の賑わいを共創し，魅力向上に資する事業となってい
るか   １０ 

８ 
周辺地域の景観や環境との調和に配慮した事業となってい
るか    ５ 

合  計  １００ 

【評価・得点一覧】 

評  価 得点計算方法 
配  点 

２０点 １５点 １０点 ５点 

Ｓ 特に優れている 各項目の配点×1.0 ２０ １５ １０  ５ 

Ａ 優れている 各項目の配点×0.8 １６ １２  ８  ４ 

Ｂ やや優れている 各項目の配点×0.6 １２  ９  ６  ３ 

Ｃ 普通である 各項目の配点×0.4  ８  ６  ４  ２ 

Ｄ やや劣っている 各項目の配点×0.2  ４  ３  ２  １ 

Ｅ 劣っている 各項目の配点×0.0  ０  ０  ０  ０ 

評価理由 

 

 

 

 

 

 

※ 委員は太枠内に必要事項を記入してください。 

 

 

 

 

 

 

別紙２ 



 

もと道南青年の家（旧ロシア領事館）活用事業プロポーザル 

審査対象者の経営基盤等について 

 

＜ 目  次 ＞ 

 

１ 審査対象者Ａ 

 (1) 法人概要書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １ 

 (2) 財務分析結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ２～３ 

 (3) 新型コロナウイルス感染症の経営面への影響について ・・・  ４ 

（令和２年（２０２０年）２月～１０月 対前年度売上高） 

 

２ 審査対象者Ｂ 

 (1) 法人概要書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ５ 

 (2) 財務分析結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ６～７ 

 (3) 新型コロナウイルス感染症の経営面への影響について ・・・  ８ 

（令和２年（２０２０年）２月～１０月 対前年度売上高） 

 

 

 

参考資料 


